
一般社団法人日本病院会御中

事務連絡

平成26年 8月12日

厚生労働省医政局地域医療計画課

病院・診療所等におけるスプリンクラー設備の

設置等に係る実態調査について（情報提供）

医療政策全般の推進につきましては、平素より格段のご高配を賜り、厚く御

礼申し上げます。

さて、平成25年 10月11日に発生した福岡県福岡市の有床診療所の火災

を受け、医療機関の防火体制の整備を目的として、平成25年度補正予算にお

いて 10 1億円（有床診療所等スプリンクラ一等施設整備事業）措置したとこ

ろです。

また、平成26年7月4日に総務省消防庁が「有床診療所・病院火災対策報

告書」を公表し、今後、必要な政省令の改正が行われることとなっております。

そこで、厚生労働省では今後の予算の積算等の参考に資するため、病院・診

療所等におけるスプリンクラー設備の設置等の実態把握を行うこととし、別添

のとおり各都道府県に対して調査依頼をしましたので、情報提供いたします。

連絡先

厚生労働省医政局地域医療計画課

へき地医療係泊、財津

TEL : o 3 -3 5 9 5 -2 1 9 4 

FAX : o 3 -3 5 o 3 -8 5 6 2 



医政地発08 1 2第 1号

平成 26年 8月 12日

各都道府県衛生主管部（局）長殿

厚生労働省医政局地域医療計画課長

（公印省略）

病院・診療所等におけるスプリンクラー設備の

設置等に係る実態調査の実施について（依頼）

平成25年 10月11日に発生した福岡県福岡市の有床診療所の火災を受け、

平成25年度補正予算において 10 1億円（有床診療所等スプリンクラ一等施

設整備事業）措置し、 676医療機関に対し内示を行ったところです。

また、平成26年7月4日に総務省消防庁が「有床診療所・病院火災対策報

告書Jを公表し、今後、必要な政省令の改正が行われることとなっております。

よって、今後の予算の積算等の参考に資するため、病院・診療所等における

スプリンクラー設備の設置等に係る調査を実施いたします。

つきましては、別添様式により調査を実施の上、下記期限までにご提出願い

ます。

記

1 .提出期限

調査表・・・平成26年9月30日（火）

2. 調査対象

病院、診療所及び助産所

（※診療所は有床診療所（歯科を含む）に限る、また、助産所は入所施設

を有する助産所に限る）

3. 調査基準日平成26年8月1日

4. 調査内容

総括表：調査対象数、回収数

調査票：名称等、基本情報、建物の構造・設備、職員の体制



※調査票（個票）については、病院、診療所及び助産所に対し郵送で調査

を実施する際にご活用ください。

5. 提出方法

都道府県等において医療機関等ヘ依頼後、医療機関等からの回答を調査票に

取りまとめ、電子データ（Excelファイル）を都道府県から下記提出先まで提

出してください。

提出にあたって、ファイル名に「00県」と都道府県名を入れてください。

また、集計の関係上、数字データについては半角で入力し、また、医療機関

の追加による行の追加、棟の追加による列の追加以外の調査様式のセルの結合

等様式の変更は行わないようお願いします。

6. 提出先

送付先：医政局地域医療計画課： spchousa@mhlw.go.jp

※必ず都道府県において取りまとめた上で提出をお願いします。

以上

厚生労働省医政局地域医療計画課

担当：へき地医療係泊、財津

医療監視専門官加藤、都竹

TEL : o 3 -3 5 9 5 -2 1 9 4 



総括表

都道府県名 000 

調査対象数 回収数 回収率

病院 #DIV /0! 

有床診療所 #DIV /0! 

有床歯科診療所 #DIV /0! 

助産所 #DIV /0! 

合計 。 。 #DIV /0! 

※都道府県の計について、記載願います。



調査票

1施設名など 2 
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調査票（個票）
都道府県

都道府県通番
※1棟につき1枚の記載となります。 【前回調査の番号】

記載事項 回答

※該当する区分にOを付してください。

(1) 医療機関の種類 1病院 2，有床診療所 3：有床歯科診療所 4：助産所

(2) 医療機関名
名称

(3) 医療機関の開綾者の種別 1：国 ｜ 2独立行政法人 ｜ 3・．市都町道村府等県 I ~：団公体的 5：個人 （医6療－法そ人の含他む）

(4) 棟番号（複数の棟がある場合番号をそれぞれ付して記載）

2 ※該当する区分にOを付してください。

(1) 病床区分 一般病床 療養病床 精神病床 結核病床 感染症病床
1---

(2) 病床・入居施設の有無 1有 2：無

一 床又は数(3) 病床数又は入所可能数（助産所）※許可病床数を記載してください。

(4) 基本情報 前年又は前年度の一日平均入院患者数 人

トーーーーー皿
1産科 I 2：婦人科 3産婦人科 4眼科 ｜ 5耳鼻いんこう科 6・皮膚科

(5) 標楊科 B:H工門外科 9：泌尿器科 10：小児科 11乳腺外科

12形成外科 13：美容外科 14：「1～13」までの組み合わせ 15：その他

(6) 建物の階数（地階の階数含む） 階
H・咽同ーー

(7) 地階の階数 階
ト四ーーーーー

2F 4F 

(8) 病床又は入所施設がある階数
BF 

』一回一ー
(9) 延床面積（棟）※住居部分等、医療機関以外の部分は除〈 『rl

ト－・開明

1ooom以上の：面う積ち2区00画rriを以有内す毎るに様耐 1：該当 2非該当 3：不明(10) 
（病室など床 火構造の壁・床で区田）』圃・－
1ooom未満のうち区画を有する棟 2非該当 3：不明(11) 
（病室など床面積1oom以内毎・3室以内に準耐火構造の壁・床で区国）

1該当
ト園甲’ーーー
(12) スプリンクラーの設置義務の有無 1：有 2：無

スプリンクラーの設置対象外の事由

1:(1）病床区分が精神、感染、結核のみである。 1: (1) 

2・（2）病床又は入所施設を有していない。 2 : ( 2) 

3：有床診療所において、（3）病床数が3床以下である。 3 : ( 3) ※有床診療所のみ記載

(13) 4有人床未診満療で所あにおいて、（4）前年又は前年度における一日平均入院患者数が
1 る。

4 : (4) ※有床診療所のみ記裁

5:(5）標楊科目が1～14のいずれかに示すもののみである。 5 : (5) 

6:(10）に該当 6 : ( 1 0) 

7: (11)に該当 7 : ( 1 1) 

建 8病院において、（30）夜間における患者の見守り体制が13床当たり従業員
8 : (29) (30) ※病院のみ記載

一物 1以よかっ（29）が2人以上の体制である。

(14) の スプリンクラーの設置（現時点）の有無 1：有 2：無
トーーーーーー 構造

消防機関へ通報する火：も災含報む知）設備（火災通報装置）の有無(15) 1：有 2：無
(H26年度に設置予定 ） 

ト’””ーー
設備 2：無(16) 自動火災報知設備の有無（H26年度に設置予定も含む） 1：有

トーーーーーー
消防機関へ通報する火災報知設備（火災通報装置）と自動火災報知設備との連動起動(17) 1：有 2：無
化の有無

(18) 消火器の設置の有無 1有 2：無

一(19) 農肉消火栓設備の設置の有無 1有 2：無

一 3火災通報装置
4:1スプリンクフ と2自動火災報知

1：スプリンクラー 2：自動火災報知設備
段備

スプリンクラー等の設置に係る補助金の交付申請による内示（26年7月）の有無
5:1スプリンクフーと3火 6:2自動火災報知設備と山通報 17全て（1スプM フーと2自動火災報知設備と3(20) 
災通報装置 装置 火災通報装置）

8：無 9：申請していない
ド四戸司ーーー

3～平平成成；：年年度度 4～平平成成5~年年度度スプリンクラーの設置計画の有無（建物の建て替えに伴うものを除〈） 1平成26年度 2：平成27年度
(21) （既存の施設については、（12）で『1：有」かつ）【（設14置）で義『務2：の無あJとる回な答しにした関場わ合らずに記は載平】成37

5～平平成成ii年年度度 6～平平成成；：年年度度 7～平平成成；~年年度度 8未定 9計画無年6月末までに設置が必要となる予定です。

ドーーーーーー

3～平平成成；：年年度度 4～・平平成成；~年年度度
建物の建て替えに伴うスプリンクラーの設置予定の有無

1平成26年度 2平成27年度
(22) 

※移転新築を含む 5～平平成成；~年年度度 6～平平成成；：年年度度 7～平平成成；~年年度度 8未定 9計画無

一 (21)、（22）で計画しているスプリンクラーの種類について、通常のスプリンクフーは「1J、
2水道連絡型 3パッケージ型(23) 

水道連絡型は「2」、パッケージ型は「3」を記載。
1通常のスプリンクラー

トーーーーーー
(24) スプリンクラー等について補助金又は補助金＋自己資金での設置予定の有無 1：有 2：無
トーーーーーー

3：火災通報装置
4:1スプリンクフ と2自動火災報知

1：スプリンクラー 2：自動火災報知設備
設備

(25) (24）が有の場合（補助金又は補助金＋自己資金での設置）について設置予定の設備
5: 1スプリンクラーと3火 6:2自動火災報知設備と似通報 17全て（1スプM ラーと2自動火災報知設備と3
災通報装置 装置 火災通報装置）

一(26) スプリンクラー等について補助金を活用せず自己資金での設置予定の有無 1有 2：無

一 3：火災通報装置
4:1スプリンクフ と2自動火災報知

1・スプリンクラー 2自動火災報知設備
設備

(27) (26）が有の場合（自己資金での設置）について設置予定の設備
5: 1スプリンクフーと3火 6:2自動火災報知設備と3火災通報 17：全て（1スプM フーと2自動火災報知設備と3
災通報装置 装置 火災通報装置）

(28) 夜間に勤務すEるS員従業員の数（直近1ヶ月における午前2買時を時善点1のし平て鈎くだ従さ業い員数） 人（少数点第1位まで記載）
職※医師、看護職 、技師、事務職員等詳しくは記載要領参照

』ーーーー・・・ 5病院において、側のうち、就寝を伴わず勤務する従業員の最小人員数（直近1ヶ月の
人（少数点第1位まで記載）※病院のみ記載(29) 

平均）
ドーーーーーー

話夜間（3に）病おける患者の見守能り体制 (1夜3床間当にた勤り務職す員る1名従）業 床／1人当たり（少数点第1位まで記載） ※病院のみ記載(30) 
※ 床又は入所可数：（28) 員の数



調査票記載要領
0調査票の記輩にあたって

1本調査においては、費用負担の発生する業者調査などは求めませんので、手持ちの資料などでわかる範囲で御回答ください。

2.「都道府県J欄には、都道府県名を記載してください。

3.「都道府県通番』は、『病院・診療所等の防火体制に係る実態調査の実施について（依頼）」（平成25年11月1日付け医政指発1101第1号）（「前回調査」という。）の調査票に記載した番号と閉じ番号を
記載してください。

4.病院、有床診療所、有床歯科診療所、助産所の棟毎に記載してください。なお、渡り廊下等で接続されている場合は、別棟として記載してください。

5.複数の棟がある場合、「調査票」においては、下に行を追加し記載してください。その際、 1(1）医療機関の種類から1(3）開設者種別についてもれなく記載しください。
また、「調査票（個票）」においては、 1棟につき個表1枚を記載してください。

6.記載にあたって、選択事項については「ドロップダウンリスト（リストからの選択方式）Jを設定しておりますので、該当する区分を選択してください。

7.行を追加する場合、『計算式jや「ドロップダウンリストJの設定があるため、行の挿入ではなく、行をコピーした後、「コピーしたセルの挿入」の利用を推奨します。

8.数値の入力は、半角でお願いします。また、書式の変更は行わないようにお願いいたします。

記載事項 区分

(1) 医療機関の種類について、次の区分にしたがって記載。 1病院 2有床診療所 3有床歯科診療所 4助産所

(2) 医療機関名について記載。

医療機関の開設者の種別について、次の区分にしたがって記載。
※「2：独立行政法人」には国立大学法人を含む。 3：都道府 6その他

(3) 『3：都道府県・市町村等」には地方独立行政法人及び一部事務組合を含む。
1国

2独立行
県・市町

4公的4
5：個人 （医療法

『4：公的4団体」は、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会 政法人等
村等

団体
人含む）

及び社会福祉法人北海道社会事業ど協会である。
「6：その他」は、医療法人な

(4) 棟番号（複数の棟がある場合、番号をそれぞれ付して記載。 2棟目以降は、下に行を追加して順に記載してくだい。）

2 

(1) 当該棟について「病床区分Jについて、該当する区分lこOを付してください。 一般病床 療養病床 精神病床 結核病床 感染症病床

一
(2) 当該棟について、病床又は入所施設（助産所）がある場合は「 1」、ない場合は「2Jを記載。 1有 2無

一
(3) 当該医療機関における合計の「病床数j又は『入所可能数（助産所）』を記載。※医療法上の許可病床数を記載してください。 （床）文は（数）

一 基
(4) 

本 当該医療機関における前年又は前年度における一日平均入院患者数を記載。 （人）

一 情
報

当該病院における標梼科について、次の区分により記載。 1産科 2婦人科 3：産婦人科 4：眼科 5耳鼻いんこう科

1：産科 2：婦人科 3：産婦人科 4：眼科 5：耳鼻いんこう科 6：皮膚科 7：歯科 8：旺門外科 9：泌尿器科 6皮膚科 7歯科 8:llI門外科 9泌原器科
(5) 

10：小児科 11：乳腺外科 12：形成外科 13：美容外科 14: 「1～13Jまでの診療科のみの組み合わせの場合 10：小児科 11乳腺外科 12：形成外科

（例：産科・小児科や婦人科・乳腺外科など） 15：その他（1～13までの標梼科以外を含む複数の標梼科の場合はその他） 13：美容外科 14：『1～13Jまでの組み合わせ 15：その他

(6) 当該棟における建物の階数を記載。 （地階がある場合には、地階を含んだ階数を記載すること。） （階）
回．．．．．．． 

(7) 建物 当該棟における地階のみの階数について記載。 （階）
ヤ・・・・・胴． の

構造 1F 2F 3F 4F 5F 6F 
(8) 

設備

当該医療機関の病床文は入所室（助産所）がある階について、該当する区分にOを付してください。
7F 8F 9F 10F 11F以上

，...・四・・・・
(9) 当該棟の延べ床面積について、 10 0 m'単位で記載（住居部分等、医療機関以外の部分は除く。また、 1OOm'未満は切り上げ） <m) 



調査票記載要領
1 OOOni以上の施設であって、以下の条件を満たしていること。①病室など床面積200ni以内ごとに、隣接した部分との聞が耐火構

(10) 造の壁・床で区画されていること。②げ廊て下部分の壁。③及び天井が準不燃材料以上の材料で仕上げているとともに、病室などの壁及
び天井を難燃材料以上の材料で仕上 いること 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が8m' （ーの開口部の面積は4

1該当 2：非該当 3不明

m＇）以下であり、防火戸が設置されていること。 （消防法施行規則第12条の2第1項第2号に該当）
』．．．．．．． 

lOOOni未満の施設であって、以下の条件を満たしていること。．仕①②上病廊げ室など床面積100而以内ごとに、かっ、 3室以内ごとに、隣接

(11) 
した部分との聞が準耐火構造の壁・床で区画されていること 下部分の壁及び天井が準不燃材料以上の材料で仕上げている

1該当 2：非該当 3不明
とともに、病室などの壁及び天井県を難燃材料以上の材料で ていること。③区画する壁及び床の開口部の面積の合計が8
ni （ーの関口部の面積は4ni）以下であり、防火戸が設置されていること。 （消防法施行規則第12条の2第1項第1号に該当）

一
(12) 当該棟におけるスプリンクラーの設置義務がある場合は「 1」、次の（ 1 3）のいずれかに該当する場合は「2」を記載。 1 ：有 2無
t--

当該棟におけるスプリンクラーの設置対象外として該当する事由について記載。

1 : ( 1 ）病床区分が精神、感染、結核のみである。 1 ( 1) 

2 : ( 2）病床文は入所施設を有していない。 2: (2) 

3：有床診療所において、 ( 3）病床数が3床以下である。 【有床診療所のみ】 3: (3) 

(13) 
4 ：有床診療所において、 (4）前年文は前年度における一日平均入院患者数が 1人未満である。 【有床診療所のみ】 4: (4) 

5 : ( 5）標梼科目が1～14のいずれかに示すもののみである。 5: (5) 

6: (1 0）に該当 6:(10) 

建 7 : ( 1 1 ）に該当 7:(11) 

物
8 ：病院において、 ( 3 0）夜間における患者の見守り体制が 13床当たり職員 1以上かつ（ 2 9）が2人以上の体制である。の 8: (29)(30) 

4葺 【病院のみ】
.....,__ 

造
(14) スプリンクラーの設置について、調査時点において設置がある場合は「 1」、ない場合は「2」を記載。 1有 2無

一 設
(15) ｛蒔

消防機関へ通報する火災報知設備（火災通報装置）がある場合（H26年度に設置予定も含む）は「 1」、ない場合は「2Jを記
1有 2無

載。

一
(16) 自動火災報知設備がある場合（H26年度に設置予定も含む）は「 1」、ない場合は「2」を記載。 1有 2：無

一
(17) 

消防機関へ通報する火災報知設備（火災通報装置）と自動火災報知設備との連動起動化の場合は「 1」、連動起動化していない
1有 2無

場合は「2」を記載。

一
(18) 消火器の設置がある場合は「 1」、ない場合は「2」を記載。 1有 2無

一
(19) 屋内消火栓設備の設置がある場合は「 1」、ない場合は「2」を記載。 1有 2無

同開同開聞開園’

1スプリンクラー 2 自動火災報知設備｜ 3火災通報装置

スプリンクラ一等の設置に係る補助金の交付申請による内示（26年7月）について、内示があった場合、その内示が通常のスプリ
4: 1スプリンクラーと2自動火災報知設備 5:1スプリンクラーと3火災通報装置

ンクラーは「 1J、自動火災報知設備は「 2J、消防機関へ通報する火災報知設備（火災通報装置）は「3Jを記載し、複数あ
(20) 

る場合は、次の区分「4」から「7」を記載し、内示がない場合は「8」、補助金の交付申請を行っていない場合は「9」を記
載。

6・2自動火災報知設備と3火災通報装置
7：全て（1スプリンクラーと2自動火

8無 9 申請していない
災報知設備と3火災通報装置）

ド圃圃園田園田開

1平成26年度 2平成27年度

スプリンクラーを設置していない場合、その設置を計画している年度について、次の区分により記載。
3平成28年度～平成29年度 4 平成30年度～平成31年度

スプリンクラーの設置義務に関わらず記載し、建物の建て替えに伴うものは除く。
(21) 

既存の施設については、 (12）で「 1：有」かつ（14）で「2：無Jと回答した場合には平成37年6月末までに設置が必要となる
予定です。

5平成32年度～平成33年度 6平成34年度～平成35年度

7平成36年度～平成37年度 8未定｜ 9.計画無



調査票記載要領
1平成26年度 2平成27年度

建物の建て替えに伴うスプリンクラーの設置を予定している場合、その設置を計画している年度について、次の区分により記 3平成28年度～平成29年度 4平成初年度～平成31年度
(22) 載。

※移転新築を含む 5平成32年度～平成33年度 6平成34年度～平成35年度

7平成36年度～平成37年度 8：未定 9計画無
ドーーーーーー・

(23) 建
(21)、 (22）で計画しているスプリンクラーの種類について、通常のスプリンクラーは「 1」、水道連結型は「2」、パッケー

1：通常のスプリンクラー 2水道連結型 3 :/ tッケージ型
ジ型は「3」を記載。

一 物

(24) の スプリンクラー等について補助金又は補助金＋自己資金での設置予定の場合は「1J、そうでない場合は「2Jを記載。 1有 I2：無

一 構
l、a旦0 1スプリンクラー 2自動火災報知設備 3火災通報装置

(25) 設
(24）が有の場合（補助金又は補助金＋自己資金での設置）について、その設置予定の設備を次の区分から記載。

4: 1スプリンクラーと2自動火災報知設備 5: 1スプリンクラーと3火災通報装置

｛蒲
※『消防機関へ通報する火災報知設備（火災通報装置）」は、「火災通報装置」として記載。

6:2自動火災報知設備と3火災通報装置
7：全て（1スプリンクラーと2自動火

一
(26) スプリンクラ一等について補助金を活用せず自己資金での設置予定の場合は「 1」、そうでない場合は「2」を記載。 1有 I2：無

災報知設備と3火災通報装置）

一
1スプリンクラー 2自動火災報知設備 3火災通報装置

(27) 
(26）が「 1：有」の場合（自己資金での設置）ついて、その設置予定の設備を次の区分から記載。

4: 1スプリンクラーと2自動火災報知設備 5: 1スプリンクラーと3火災通報装置
※「消防機関へ通報する火災報知設備（火災通報装置）」は、 「火災通報装置」として記載。

6:2自動火災報知設備と3火災通報装置 7：全て（1スプリンクラーと2自動火

夜間に勤務する従業員の数（直近1ヶ月における午前2時時点の平均従業員数）を記載。
災報知設備と3火災通報装置）

「職員」は、医師、歯科医師、薬剤師ボ、看護師、准看護師、看護補助者、栄養士、診療放射線技師、理学療法士・作業療法士、
臨床検査技士、事務職員、その他（ イラー技士、警備員など）など病院に勤務している従業員、役務契約先の会社等の職員で

(28) 
当該病院において夜間に勤務をしている者についても対象

（人）
※病棟勤務職員だけでなく、病院全体に勤務する従業員数を計上してください。

（少数点第2位を四捨五入てして少数点第1位までを記載）

職
※「役務契約先の会社等の職員Jについては、単に防犯のみではなく、建物・構造設備を把握し、災害時に適切に対応する者で

あること。 （火災時において、初期消火、消防機関への通報、患者の避難誘導等を行うなど）

一 員

の 病院において、（28）のうち、就寝を伴わず勤務する従業員の最小人員数（直近1ヶ月の平均）
(29) 体 ※少数点第2位を四捨五入して少数点第1位までを記載 【病院のみ】

（人）

一 帝IJ

夜間における患者の見守り体制 (13床当たり職員1名）
• Exce Iシートにより記載する場合は入力不要

(30) 
－個表（紙）により記載する場合は（3）病床文は入所可能数÷（28）夜間に勤務する従業員の数

（床／1人当たり）
（少数点第2位を切り捨てして少数点第1位までを記載）

－杢Ij固に益い3二盈固におIi盃患章白星宣U隼剖が 13座当左U瞳昌 1j誌よ主主主主い場合ミ左左主に~:L~L三22一位
詮音差益が生じ盃色白でlま桂三ミ壷三室で杢誼査におい玄は目安白書t鐘ιしI!JXU盛21込包で主a



依頼用例文（サンプル）

発000第O号

平成 26年O月O日

00県（市区）内の医療機関管理者様

都道府県衛生主管部（局）

病院・診療所等におけるスプリンクラー設備の

設置等に係る実態調査の実施について（依頼）

平成25年 10月 11日に発生した福岡県福岡市の有床診療所の火災を受け、

平成25年度補正予算において 10 1億円（有床診療所等スプリンクラ一等施

設整備事業）が措置され、厚生労働省から内示が行われたところです。

また、平成26年7月4日に総務省消防庁が「有床診療所・病院火災対策報

告書」を公表し、今後、必要な政省令の改正が行われることとなっております。

今般、厚生労働省より今後の予算の積算等の参考に資するための病院・診療

所等におけるスプリンクラー設備の設置等に係る調査の実施依頼がありました。

つきましては、別添様式により調査を実施の上、下記期限までにご提出願い

ます。

『

H』
－吉田

1 .提出期限

調査表・・・平成26年9月00日（0)

2.調査対象

病院、診療所及び助産所

（※診療所は有床診療所（歯科を含む）に限る、また、助産所は入所施設

を有する助産所に限る）

3. 調査基準日平成26年8月 1日

4.調査内容

調査票：名称等、基本情報、建物の構造・設備、職員の体制



依頼用例文（サンプル）

※調査票（個票）は、郵送での調査を希望する際にご利用ください。

5.提出方法

別添の「調査票」（電子データ（Excelファイル）又は（調査票（個表））に

必要事項を記載の上、下記提出先まで提出してください。

提出にあたっては、集計の関係上、数字データについては半角で入力し、ま

た、棟の追加による列の追加以外の調査様式のセルの結合等様式の変更は行わ

ないようお願いします。

6.提出先

送付先： 00県ムム部（局）口口課：メールアドレス

※都道府県において取りまとめた上で厚生労働省宛提出をいたします。

直接、厚生労働省へのご提出はご遠慮願います。

以上

（参考）

「有床診療所・病院火災対策報告書」（総務省消防庁 平成26年 7月4日）

(URL: http: //www. f dma. go. j p/neu t er I abou ti sh i ng i _ken to/h26/yuushou_kasa 

i ta i aku/07 /houkokusyo. pdf) 

00県ムム部（局）口口課

担当：



病院圃診療所等におけるスプリンクラー設備の設置等に係る実態調査Q&A

NO. 質疑 回答 備考

平成26年8月1日現在で休止している病院・診療所は、本調査の対象となるか。 今後、再開の可能性があるため、調査・回答の対象としてください。

2 平成26年8月1日時点で廃止されている病院・診療所は対象外となるか。 貴見のとおりです。

3 刑務所内の有床診療所も本調査の対象に含まれるのか。 開設者の別に関わりなく、すべての有床診療所を対象としてください。

4 
調査項目中に、該当なしのものがあった場合、調査表にはどのように記載したらよい

該当がない場合には「ー（バー）J、不明の場合には「不明」と記載してください。
か。

5 本調査は、最終的に100%の回収を目標としているのか。
現実的に100%の回収は難しいと思いますが、出来る限り多くの調査表の回収にご協力をお
願い致します。

6 入力方法について、数値の入力は半角で入力するのか。 数値の入力は半角でお願いします。

7 本調査は、職員が入居している居住区は調査の対象となるか。
本調査は、医療機関として許可を受けている部分が対象となりますので、居住区は対象外とな
ります。

記載要領にあるとおり、 5棟ある場合は、必要に応じて棟の数分の行を追加して記載をお願いし

8 
調査票において、 1棟分の回答欄しかないが、建物が5棟ある場合はどのように記載す ます。
ればよいか。 調査票（個表）については、 1枚1棟の記載となっておりますので、 5棟ある場合は調査票（個表）

を5枚記載していただきょうお願いします。

前回の調査同様、記載の対象となるのは、各施設が消防に対して「防火管理者・防災管理者選
「O調査票の記載にあたってJの4において、「棟毎に記載。なお、渡り廊下等で接続され 任（解任）届出書」及び「消防用設備等・特殊消防用設備等設置届出書」により「病院」や「診療

9 
ている場合は、別棟として記載。」とあるが、敷地内にあるすべての棟が調査、記載の対 所Jとして届出をしているものであり、当該届出を行っている部分について、それぞれの棟毎に
象となるのか。例えば、院内保育所や大学の研究棟といった建物も対象に含まれるの 記載をしてもらうことになります（当該届出がされていない棟は対象外）。院内保育所や研究棟と
か。 いった名称だけでは対象か否かの区別ができないため、上記趣旨を各施設に伝えていただいた

上で、提出があった内容をそのまま集計するようにしてください。

10 1 (3）の開設者の種別について、医療法人は「その他Jの区分に入れてよいのか。 貴見のとおりです。



病院・診療所等におけるスフリンクラ一設備の設置等に係る実態調査Q&A

NO. 質疑 回答 備考

11 
2(3）の病床数について、一般病床、療養病床の両方がある場合、どのように記載する

当該医療機関における病床の合計数を記載してください。
のか。

12 2(4）の一日平均の入院患者数についてはどの位まで記載すべきか。
患者数については、小数点第2位以下を切り捨て小数点第1位までの記載（立入検査要綱と同
じ取扱い）。

2(6）の建物の階数について、有床診療所がビルの一部フロアに入居している場合、記 次の例により記載をお願いします。

13 
載はどのようになるのか。 例①の場合2(6）建物の階数欄は、「15Jと記載し、 2(8）欄の「10F」！こOをお願いします。
例①： 15階建てのビルの10階に入居している場合。 例②の場合2(6）建物の階数欄は、「15Jと記載し、 2(8）欄の「8F」「9FJ「10FJIこOをお願いし
例②： 15階建てのビルの8階から10階に入居している場合。 ます。

14 
有床診療所がビルの一部フロアに入居している場合、 2(10）、 2( 11）について、不明

確認ができない場合は、「不明」と記載をお願いします。
の場合、消防本部に確認して記載した方が良いか。

15 2(19）の屋内消火栓設備について、補助散水栓は含めないということでよいか。 貴見のとおりです。

2(28）の夜間に勤務する従業員の数について、病院の警備を委託している警備会社の
病院の警備を委託している警備会社の警備員については、病院に常駐しており、単に防犯のみ

16 警備員も含めるということでよいか。
ではなく、建物・構造設備を把握し、災害時に適切に対応が可能な者、例えば、火災時におい
て、初期消火、消防機関への通報、患者の避難誘導等を行う者について記載をお願いします。


